
下関北九州道路は、関門トンネル・関門橋の代替機能の確保や循環型ネッ

トワーク形成による下関・北九州地域の一体的発展のために必要な道路であ

り、その整備が不可欠です。

これまで、地域が主体となって進めてきた基礎的な調査検討に加え、整備

に対する機運の醸成が実を結び、令和３年３月に海峡部を橋梁形式とした

ルート帯を決定する対応方針が示されました。

令和６年５月には、国と２県２市で作成を進めてきたルートの素案を都市

計画決定権利者（山口県と北九州市）に提出、令和６年１０月に都市計画案

及び環境影響評価準備書の公告・縦覧を行うなど、都市計画・環境影響評

価の手続きが着実に進められているところです。

福岡県は、関係自治体等と連携しながら、下関北九州道路の早期実現に

向けて、関係機関に対し積極的に要望を行っています。

（令和7年8月末時点）
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